
 

 

 

雨 水 貯 留 施 設 設 計 の 手 引 き 

 

 

 

（ 市 街 化 調 整 区 域 内 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 ２０ 年 ４ 月 1 日 施行 

 

 

 

船橋市 建設局 下水道部 下水道河川管理課 

 



 1

はじめに 

 

 宅地開発等に伴い、これまで有していた雨水の保水、遊水機能が低下し、

河川への流出量が増大しています。 

 この為、雨水による洪水防御対策として河川改修を進めると共に、雨水の

流出量を制御する必要があります。この手引きは雨水の流出を抑制する手段

として、当該敷地内への降雨を一時的に貯留あるいは浸透させることにより、

流出を抑制し下流河川への負担を軽減することを目的とした施設の設置に

ついての計画、設計に係わる一般的かつ基本的事項及び船橋市開発指導要綱

上の決まりを示すものです。 
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１．貯留計画の設計基準 

  貯留施設の設置は、開発区域内に１箇所に集約して設置し、（浸透式貯

留施設の設置はできません。また開発区域内に分散した貯留施設の設置も

できません。）放流方法は自然放流を基本とします。さらに、放流先の施

設がない場合や、放流先の施設の容量が不足するときは、放流先の施設の

整備が必要となります。 
 
① 貯留容量 
 市街化調整区域は、開発規模による要件はなく全て同一基準とする。 
 基本単位貯留容量 Ｖ＝１,３７０㎥/ｈａ （うち堆砂量７０㎥/ｈａ） 
 １ｈa あたり１,３７０㎥の貯留施設(掘り込み式)を確保します。 

   ただし、当該施設の敷地が提供公園との併用利用が図られかつ、当該

施設の円滑な維持管理が確保されていると認められるときは、地下貯留

式とすることができる。 
   （Ｖ）  （A）        （Ｖ） 
  貯留量 = 開発面積（ｈａ） × １,３７０㎥/ｈａ 

 

② 許容放流量 

１）自然放流によるものとする。 

    基本単位許容放流量（放流比流量） ｑａ＝０.０２５㎥/s/ｈａ 

    （Ｑａ）        （Ａ）            （ｑａ） 

    許容放流量 ＝ 貯留集水面積（ｈａ）×０.０２５㎥/s/ｈａ 

    開発区域からの最大流出量をこの数値以下になるようオリフィス

の大きさを決めます。 

 

２．貯留区域の分類  
                                                 （Ａ１’） 

貯留集水区域 

 開発地域（Ａ）  基本貯留対象区域（Ａ１）           （Ａ１”） 

 直接放流区域 

① 基本貯留対象区域  

原則として開発区域全てが対象となりますが、地形上隣接地の雨水

が流入する場合、地区外も対象となることがありますので、土地利用

計画は、十分な検討をしてください。 
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② 貯留集水区域 

集水及び貯留される区域（開発すべての区域） 

 

③ 直接放流区域 

     やむを得ず集水及び貯留が不可能な区域（事前に十分な調整をお願

いします。）         「例」出入り口部・ゴミ置場等 

 

④ 直接放流区域の比率 

       直接放流区域の比率は開発区域面積の10％以下とし比流量は別表-1

参照。 （注）直接放流区域の比率は小数点以下切り上げとします。 

 

３．貯留容量の算定 

  ① 基本単位貯留容量   Ｖ ＝１,３７０ｍ3/ｈａ 
   基準貯留容量     Ｖ’＝ Ａ × Ａ         
                            ＝１,３７０ｍ3/ｈａ×Ａ 

       （注）基準貯留容量は小数点第２位以下切り上げ、第１位まで。 

 

② 設計貯留容量  Ｖ＝ＨＷＬにおける容量（実際に貯まる量） 

        Ｖ＝Ａ’（貯留部面積）×ｈ（平均水深） 

     （注）設計貯留容量は小数点第２位以下切り捨て、第１位まで。 

    ＜チェック＞      Ｖ（設計貯留容量）＞Ｖ’（必要貯留容量） 

 

③ 直接放流区域の比率 (開発区域面積の10％以下とする。) 

直接放流区域の比率（％）＝ 直接放流区域 ÷ 開発区域 × 100 

     （注）直接放流区域の比率は小数点第以下切り上げて、整数とする。 

 

④ 許容放流量Ｑａ(㎥/s) 

許容放流量Ｑａ＝ 放流比流量ｑa(㎥/s/ha)×貯留集水面積（ｈa） 

     （注）許容放流は、有効数字２桁、３桁目切捨てとする。 
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４．雨水浸透施設併用の調整池の算定 

① 単位設計浸透量 

雨水浸透施設を併用した調整池の必要調整容量と放流量は、浸透施

設の浸透能力を前提に一定量を差し引き、貯留施設への流入量を算定

して求める。 

浸透適地における土壌の飽和透水係数（ko）は、０.０７m/hrとする。 

浸透適地か否か不明なとき又は、浸透不適地において浸透施設を使用

するときは、市職員立会のもとに現場透水試験（実物試験法又は、ボア

ホール法）を行い、検出されたデーターに基づいた飽和透水係数（ko）

を求め、浸透量の算出を行うこととする。なお、現場透水試験結果が 

   １０－７(m/s)以下の場合は、浸透不適となります。 

設計貯留量としてカウントする場合、基準貯留量を超えない範囲と

する。 

貯留施設（調整池等）における全浸透は適用しません。 

Ｑ（浸透施設の単位設計浸透量）、Ｃ（各種影響係数） 

Ｑƒ（基準浸透量） 

Ｑ＝Ｃ×Ｑƒ 
Ｑƒ＝（基準浸透量）、ko（土壌の飽和透水係数） 

kƒ(設置施設の比浸透量) 

Ｑƒ＝ko×kƒ 
 ・浸透ます  （㎥/h/個） 

 ・浸透トレンチ（㎥/h/ｍ） 

各浸透施設の比浸透量の算定式は、社団法人雨水貯留浸透技術協会

発行の「雨水浸透施設技術指針（案）」により算定すること。 

 

② 設計浸透量  

     設計浸透量（㎥/ｈｒ）＝各浸透施設の単位設計浸透量×各浸透施設

の数量 

 

③  浸透施設併用の調整池容量の算定 

各浸透施設の設計浸透量（㎥/ｈｒ）を算出し、設計貯留量から差し

引き、調整池容量を決定する。 
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５．オリフィスの算定 

     基本単位許容放流量   ｑa＝０.０２５㎥/s/ｈａ（自然排水とする） 

   （注）直接放流区域がある場合の単位許容放流量は別表-1によります。 

 

     許容放流量           Ｑa＝ｑa×Ａ１’（集水面積） 

    （自然排水とする）       ＝０.０２５×Ａ１’/１００００ 

（注）許容放流量は小数点第４位以下切り捨て、第３位まで。 

 

     オリフィスの流量公式   Ｑo＝Ｃ・Ａo・ （ ２・ｇ・ｈ）（㎥／ｓ） 

                       Ｃ ：流量係数  ０.６ 

                       Ａo ：オリフィスの断面積（㎡） 

                      ｇ  ：重力加速度（９.８ｍ／ｓ） 

                      ｈ  ：オリフィス中心よりＨ.Ｗ.Ｌまでの水深（ｍ） 

 

     上記の式の流量Ｑoに許容放流量Ｑa（放流量Ｑo＝許容放流量Ｑa）を

あてはめ、オリフィスの断面積を逆算すると 

                      Ｑa                       Ｑa 
  断面積 Ａo＝           ＝ 

                Ｃ （２・ｇ・ｈ）       ０.６  （２×９.８×ｈ） 

 

    オリフィス断面を円形とすると        (矩形でも可） 

 

        オリフィス径 Ｄ＝２・ （Ａo／π）  

 
    オリフィス断面を角形とすると         

 

        オリフィス径（縦横径） Ｄ（ｍ）＝  Ａo 
 

注１：市販の塩ビ管を施行上使用する場合には、オリフィス径は計算値よ

り小さく且つ最大の径を選び、オリフィスの設計径とします。 

注２：オリフィスを現場打ちにて施工する場合には、市販サイズにこだわ

ることなく適切な径を選んでください。 

  注３：最終放流部に設置するオリフィスの最小径は閉塞を考慮し、３０㎜

以上とします。 

  注４：オリフィスは、原則として開発区域に１箇所とします。 



 6

６．放流管径の算定 

  放流管径は、管路部の流水断面積の最大値が管路断面積の３／４以下と

なるように設計します。又、放流管出口が下流水位以下にならないように

出口敷き高を設定します。 

               ｎ・Ｑa                 
    Ｄ＝（          ）３／８ 

            ０．２６２・Ｉ１／２           

  Ｄ ：管径（ｍ）   Ｑa ：許容放流量（㎥／ｓ） 

  Ｉ ：勾配          ｎ  ：粗度係数 

 

  ＜限界勾配のチェック＞ 

    限界勾配Ｉｃ 

                       ｎ          １ 

     Iｃ＝（ Ｑa ×      ×    ）２ 

                   ０．２６２      Ｄ８／３  

    ここで、I≧Iｃとなるようにチェックする。 

 

７．用語の説明 

① 集水面積 

貯留施設に雨水を集めることができる区域の面積。 
 

② 放流比流量 

貯留施設よりの放流量を集水面積で除した値 。 
 

③ 直接放流区域 

貯留施設への集水ができず降雨水が直接放出してしまう区域。 

 

④ 許容放流量 

計画対象降雨時に流出抑制施設から放流を許可される量。 
 

８．遵守事項 

① 排水計画 

通常の雨においては、支障なく排水されるよう、又、貯留後は速やか

に吐けるよう適切な勾配およびオリフィス敷高を設定してください。 
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② 周囲高 

原則としてＨＷＬより５㎝以上高く設定してください。 
 

③ 調整桝（オリフィス桝）                                      

調整桝の上部は、ＨＷＬに合わせたグレーチングにしてください。 

 

④ 汚水桝 

貯留部内の汚水桝等については、天端をＨＷＬ以上とするか密閉式と

してください。 

 

⑤ 貯留限界水深 

機能、安全性を考慮して決定された最大水深ですので、下記の数値以

下で設計してください。 

緑地３０㎝、駐車場１０㎝、棟間３０㎝、多目的広場５０㎝ 

 

⑥ 調整方式 

貯留施設からの雨水流出の調整方式は原則自然放流方式とします。 

 

⑦ 雨水貯留施設の設置位置 

貯留施設は、土地利用計画により設置位置が定まりますが、集水及び

排水を考慮し雨水計画との整合を図ってください。又、構造上安全な場

所に設置してください。盛土上に設置する場合は盛土の安定に十分留意

し、特に盛土斜面の侵食とすべりについて十分な検討を行ってください。

切土部に設置する場合は切土の状態を把握し、浸透水による切土斜面の

侵食や滑りが起こらないように計画してください。 

 

⑧ 施設の設計 

貯留施設の設置に当たっては、施設本来の機能を損なうことがないよ

う通常の降雨に対し良好な排水性を有すると共に、貯留時においても入

居者の安全性が確保できるよう以下の構造を有するものとしてくださ

い。 

１） 貯留施設には、排水性能を維持するため原則として側溝を設けて

ください。 

２） 貯留施設は、原則として計画対象降雨時において施設から越流す

ることのないよう定めてください。 
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又、放流孔の設置位置は貯留敷底面以下とし、全水量が排水できる

ものとしてください。 

３） 雨水貯留施設の貯留水深の設定に当たっては、流出抑制効果及び

入居者の安全性等を勘案の上、施設の利用状況に応じた適切な値とし

てください。 

４） 貯留敷内には、冠水により被害を受ける施設を設けないようにし

てください。 

５） 側溝の設置に当たっては、流入土砂の堆積を起こさず、しかも水

草やコケ類が生育しないための最小流速と、内面の侵食を起こさず、

かつ水理的に不合理な流況を発生しないための最大流速の両面から

制限を受けますので、下記の値を考慮し、設置してください。 

イ）許容最小流速：０.５～０.９ｍ／sec 

ロ）許容最大流速：１.５～２.５ｍ／sec 
６）貯留池底面処理勾配は下記の値以上で設定してください。 

Ａｓ、Ｃｏ舗装面 ：１.５％     砂利敷面：３～５％ 

ソイルセメント面  ：２～３％      芝  生：１～３％ 

 

⑨ 雨水浸透施設について 

開発区域が浸透適区域の場合は、浸透施設を設置して頂きます。 

浸透施設（浸透桝、浸透トレンチ等）は貯留施設と併用することによ

り冠水頻度を下げ、冠水時間を減少させる効果があります。 

浸透量については貯留容量にカウントできます。カウントの計算方法

については、４の計算方法により算出いたします。 

 

⑩ 施設の帰属について 

    開発行為で設置された自然放流式の調整池および排水管等は原則と

して船橋市に帰属するものとする。なお帰属後は一切の異議申し立ては

行わないものとする。 

 

９．雨水貯留施設の種類と概要 

（一般例であり市街化調整区域には、不適当な事項があります） 

貯留施設は、掘り下げ式が基本でることから、貯留方式の選定を判断す

る必要があります。 
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① 地下貯留 

地下貯留は、雨水貯留施設を地下に設けるもので、貯留容量当たりの

建設費が割高となり地価の高い市街地系住宅等に適するのが一般的で

す。したがって放流先の水位関係により貯留水深を深く設定できない場

合は、他の貯留方式を選定した方が得策となることがあります。貯留水

深は上記の経済的理由のほか、堆砂搬出等の作業性からも２ｍ以上とす

るのが望まれます。 

地下貯留施設の設計に当たっては、施設の管理性を考慮して行うこと

が重要ですので、流入土砂の拡散を防ぐと共に、土砂の堆積場所を限定

し、堆砂の搬出を容易にするために、施設の底面には、底面勾配（１／

１００程度）や排水溝を設け堆砂が搬出しやすいところに土砂溜まりを

設ける必要があります。 

又、施設の水理機能を維持管理するため放流孔の上部には内部の状況

を常時、確認できる構造とします。 

 

② 床下貯留 

高層住宅等の地中梁高の大きな建築物の地下空間を利用して設ける

もので、設計に当たっての基本的な留意点は地下貯留と同じですが、そ

の他に、次のような留意点があります。 

１） 蚊等の発生を防ぐ為に、槽内に常時水が溜まることが無いように

します。 

２） 地下水の高い地域、洪水多発地区等ではポンプ作動による強制排

水が良いと思われます 

３） 貯留槽には計画最大水位より上の位置に防虫網付きの通気孔を取

り付けます。 

４） 住棟の配置計画によっては、いくつかの住棟の床下貯留槽を管渠

で接続して連結槽にする方法を検討してください。 

５）  住戸に対する防湿、防カビの配慮をしてください。 

 

③ 棟間（緑地）貯留 

平坦な棟間、緑地、花壇などを利用し浅い掘り込み式や周囲をウォー

ルで囲い貯留します。 
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④  駐車場貯留 

  設計に当たっては、自動車のブレーキドラムへの浸水、雨水貯留によ

る自動車の走行上の支障等が生じないよう配慮すると共に、一定の縦断

勾配を設けます。ショッピングセンターなどの広い駐車場では,比較的

使用頻度の少ない 部分で貯留し、全面を貯留場所とする場合は、適宜

歩行者のための一段高い場所を設けて利用者の足元を濡らさない工夫

を行うことが大切です。 
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10．貯 留 施 設 計 画 の フ ロー

貯留施設の選定

放流量をバルブ調整等により、許容放
流量以下に設定する。

ポンプアップ後、オリフィスで調整し、
許容放流量以下で放流。オリフィス径
は、水頭差と許容放流量の関係より
決定。

貯 留 施 設 計 画 終 了

ポンプ機種・点検孔・人通孔・連通管・土砂溜・オーバー
フロー管・オリフィス桝等の構造を決定。

放流管の決定
放流管の限界勾配のチェック（Ｉ≧Ｉｃ）

基本貯留容量の決定     （基本貯留容量×開発区域面積）

周囲堤・排水施設・オリフィス
桝等の構造を決定。

自然排水
水頭差と許容放流の関係より放
流孔径（オリフィス径）を決定。

地上（表面貯留）
基本貯留容量・機能安全性を考
慮しながら、設計貯留容量を決
める。
（基本貯留容量≦設計貯留容
量）

地下（床下貯留）
基本貯留容量・機能安全性を考
慮しながら、設計貯留容量を決
める。
（基本貯留容量≦設計貯留容
量）

許容放流量の決定
直接放流区域の割合及び排水方法
により、許容放流量が変化。
（許容放流比流量×貯留集水面積）

強制排水
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別表-１

開発面積の比流量
単位：? /ｓ/ha

0.025
2% ～ 3% 0.024

0.023
0.022

6% ～ 7% 0.022
0.021
0.020
0.020

5%

8%
9%
10%

１、自然流下の単位許容放流量

直接放流区の割合

1%

4%

市街化調整区域

直接放流区域の比率

直接放流区域の比率は開発面積に対し１０％以下とする

（注意）直接放流区域の比率は小数点以下切り上げとする。


